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　区　　　　分 控除額
【改正前】

控除額
【改正後】

配
偶
者
控
除

下記以外の控除対象配偶者 33万円
33万円

うち同居特別障害者 56万円
老人控除対象配偶者(70歳～ ) 38万円

38万円
うち同居特別障害者 61万円

扶
養
控
除

下記以外の
扶養親族

23歳～69歳 33万円
33万円

うち同居特別障害者 56万円
一般（年少）
扶養親族

０歳～15歳 33万円
廃　止

うち同居特別障害者 56万円

特定扶養
親族

16歳～18歳 45万円
33万円

うち同居特別障害者 68万円
19歳～22歳 45万円

45万円
うち同居特別障害者 68万円

老人扶養
親族
(70歳～ )

同居老親等以外の者 38万円
38万円

うち同居特別障害者 61万円
同居老親等 45万円

45万円
うち同居特別障害者 68万円

障
害
者
控
除

一般の障害者 26万円 26万円
特別障害者 30万円 30万円
同居特別障害者
（改正前：扶養控除等に23万円加算） － 53万円

　
『
所
得
控
除
か
ら
手
当
へ
』
の
考
え
の
下
で
見
直
さ
れ
た
平
成
22
年
度
税

制
改
正
に
伴
い
、
平
成
24
年
度
か
ら
市
県
民
税
（
住
民
税
）
の
扶
養
控
除
が

次
の
と
お
り
変
更
さ
れ
ま
す
。

扶
養
控
除
額
が
変
わ
り
ま
す

○市県民税扶養控除　新旧比較表

　同居特別障害者加算
の特例は、配偶者・扶
養控除額に23万円を加
算していましたが、扶
養控除が変更されるこ
とにより、特別障害者
控除に加算され、同居
の特別障害者控除額は、
53万円となります。

　高校授業料の無償化に
伴い、特定扶養親族のう
ち、16歳以上19歳未満
の方に対する扶養控除の
上乗せ分（12万円）が
廃止され、扶養控除額は
33万円となります。

　子ども手当創設に伴
い、年少扶養親族の扶養
控除が廃止されます。
※ただし、年少扶養親族
が障がい者の場合、障
害者控除は今までと同
じように適用されます。

…改正個所

納
期
限
が
５
月
末
に
な
り
ま
す

　

平
成
24
年
度
か
ら
、
軽
自
動
車
税
の
納
期
限
が
４
月
30
日
か
ら
５
月
31
日
に
変

更
に
な
り
ま
す
。
変
更
に
伴
い
、
納
税
通
知
書
は
５
月
中
旬
頃
に
発
送
し
ま
す
の

で
、
５
月
下
旬
に
な
っ
て
も
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
有
効
期
限
を
６
月
20
日
に
読
み
替

　

え
て
対
応

　

平
成
23
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
証

明
書
（
継
続
検
査
用
）
の
有
効
期
限

は
平
成
24
年
５
月
21
日
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
納
期
限
の
変
更
に
よ
り
、

関
係
機
関
に
対
し
て
、
納
税
証
明
書

の
有
効
期
限
を
平
成
24
年
６
月
20
日

に
読
み
替
え
て
対
応
す
る
よ
う
依
頼

し
て
い
ま
す
の
で
、
発
行
済
み
の
納

税
証
明
書
を
そ
の
ま
ま
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

★
有
効
期
限
を
平
成
24
年
６
月
20
日

と
し
た
納
税
証
明
書
の
発
行
を
希

望
さ
れ
る
方
は
お
手
数
で
す
が
税

務
課
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
の
変
更
に
伴
い
、
軽
自
動

車
税
減
免
申
請
書
の
提
出
期
限
が
５

月
24
日
（
納
期
限
の
７
日
前
）
ま
で

と
な
り
ま
す
。

★
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
４
月

１
日
で
す
。
４
月
１
日
現
在
で
障

が
い
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動

車
等
が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

★
軽
自
動
車
等
を
廃
車
さ
れ
る
場
合

や
車
両
を
乗
り
換
え
ら
れ
る
場
合

は
、
４
月
１
日
ま
で
に
名
義
変
更

等
の
手
続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。

※
対
象
・
要
件
等
の
詳
し
い
こ
と
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

市
県
民
税
（
住
民
税
）

軽
自
動
車
税

平
成
23
年
度
の
軽
自
動
車
税

納
税
証
明
書
の
取
り
扱
い

軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
の

提
出
期
限
が
５
月
に
変
更

（
賦
課
期
日
は
４
月
１
日
で
す
。
納
期
限
が
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
、
翌
日
、
翌
々
日
が
納
期
限
と
な
り
ま
す
）

平成24年度　税の変更点平成24年度　税の変更点 h税務課　f（２５）８１１６
　

人
権
週
間
は
、
家
庭
で
、
職
場
で
、
学
校
で
、
家
族
と
、
友
達
と
、
み
ん
な
と
、

人
権
を
考
え
る
一
週
間
で
す
。
男
女
差
別
、
障
が
い
者
差
別
、
外
国
人
差
別
、
部
落

差
別
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
や
偏
見
を
な
く
し
、
み
ん
な
が
明
る
く
暮
ら
せ
る
社
会

を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
人
権
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
周

り
の
人
の
人
権
を
尊
重
す
る
意
識
を
持
つ
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　

今
一
度
、
身
近
な
こ
と
か
ら
人
権
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

人
権
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
の
あ
る
方
は
、
人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
・
市
役
所

人
権
施
策
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

12
月
４
日
〜
10
日
は

　
　
　
　
　
　
　
　

 

で
す
！

　

私
た
ち
は
、
皆
さ
ん
の
地
域
の
身
近

な
相
談
相
手
と
し
て
活
動
し
て
い
ま

す
。

　

い
じ
め
、
体
罰
、
児
童
虐
待
、
配
偶

者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
な
ど
の

人
権
侵
害
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
差
別

問
題
や
家
庭
内
、
職
場
内
、
隣
近
所
で

の
問
題
。
ど
こ
に
相
談
す
れ
ば
よ
い
か

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
話
を
聞
い
て
欲
し

い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
お
受
け

し
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
、「
特
設
人
権
な
ん
で
も
相

談
所
」
ま
た
は
自
宅
等
で
お
受
け
し
て

い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
の
で
、
一
人
で
悩
ま
ず
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

「
人
権
週
間
」

こ
ん
に
ち
は
！

人
権
擁
護
委
員
で
す

特設人権なんでも相談所

○12月５日（月）　13時～16時
　　マキノ支所１階会議室、今津老人福祉センター
　　高島市役所１階会議室、朽木ふれあいセンター
　　安曇川ふれあいセンター２階、高島支所１階会議室

　

h
人
権
施
策
課

　
　

f（
２
５
）８
５
２
４

○１月11日（水）　13時～16時
　　高島市役所１階福祉相談室
○２月８日（水）　  13時～16時
　　高島市役所１階福祉相談室

○
３
月
14
日
（
水
）

　
　

高
島
市
役
所
１
階
会
議
室

★「人権週間」のため６か所で開設します。
★相談所終了後、17時から平和堂今津店・あどがわ店
　で街頭啓発を行います！

こちらでも相談を受けています。
お気軽にご利用ください。
　○大津地方法務局人権擁護課 f077（522）4673
　○子どもの人権１１０番 f0120（007）110
　○女性の人権ホットライン f0570（070）810

（相談無料・秘密厳守）

【高島市の人権擁護委員】

氏　　名 住　　所 電　　話

中　川　泰　夫 マキノ町知内 （２７）００２３

川原林　史　子 マキノ町西浜 （２８）０４７５

澤　田　愛　子 今津町下弘部 （２２）０７３１

井　上　浩　一 今津町弘川 （２２）６１５３

洲　崎　富士夫 今津町浜分 （２２）３３５９

石　田　八重子 朽木市場 （３８）２４２０

久　保　忠　雄 朽木大野 （３８）２３０８

奥　谷　喜美子 安曇川町田中 （３２）１０２２

川　越　清　司 安曇川町下小川 （３２）１０９１

德　村　明　美 安曇川町下古賀 （３３）０５１６

釋　迦　裕　史 鹿ケ瀬 （３７）０２１９

萬　木　由利子 勝野 （３６）０５３９

桒　原　　　靖 新旭町熊野本 （２５）２８１４

日　花　滋　子 新旭町藁園 （２５）２５２７

（敬称略）

○３月14日（水）　13時～16時
　　高島市役所１階福祉相談室


